






分離課税用の場合

損失申告用の場合
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［第四表（二）］［第四表（一）］

［第三表］

㋛～㋥の合計額＋確定申告書Ｂ㋐～㋗の合計額＋
譲渡所得・一時所得の収入金額をP.9の❶欄に記入してください。

Ⓐの合計額＋確定申告書Ｂ㋐～㋗の
合計額＋譲渡所得・一時所得の収入金額
をP.9の❶欄に記入してください。

～の合計額（ただし欄の記載を省略されている
場合は確定申告書B㉖欄を加算すること）をP.9の❷欄
に記入してください。
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ご注意ください！

Ⓑの額からⒸの額を引いた額を❷欄
に記入してください。

※平成28年分より様式変更
　されております。

Ⓐの額を❶欄に記入してください。

保険料の減額に関する
申請書の記載要領

源泉徴収票の場合

（該当される場合のみ記入の上、ご提出ください）

確定申告書 Ａ

確定申告書 Ｂ

　〜

　

 

の
合
計
額

○ア  
 
○ク   

㋐～㋓の合計額＋一時所得の収入金額を❶欄に
記入してください。

＜確定申告書 Ａ＞

㉑課税される所得金額を❷欄に記入してください。

㋐～㋗の合計額＋譲渡所得・一時所得の収入金額を
❶欄に記入してください。

㉖課税される所得金額を❷欄に記入してください。

＜確定申告書 Ａ＞

＜確定申告書 Ｂ＞

＜確定申告書 Ｂ＞

税務署に確定申告をされなかった
組合員については該当する理由を
○で囲んで提出してください。

税
務
署
の
受
付
印
が
必
要
で
す
。（
電
子
申
告
の
場
合
は「
申
告
書
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票
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控
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付
）
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○ア  
 
○エ   

記
入
・
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

○Ａ ○B ○C

［第二表］［第一表］
B B

A A
［第二表］［第一表］

一時所得の収入金額を確定申告書Ａ
［第一表］の㋐～㋓の合計額に加算して
❶欄に記入してください。

雑、配当は［第一表］に収入金額を転記する
ため、㋐～㋓の合計額に加算する必要は
ありません。

ご注意ください！

譲渡所得・一時所得の収入金額を確定
申告書Ｂ［第一表］の㋐～㋗の合計額に
加算して❶欄に記入してください。

雑、配当は［第一表］に収入金額を転記
するため、㋐～㋗の合計額に加算する
必要はありません。

（年末調整済分）
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